
小建管第６６９号

令和２年１月１５日

小山スマートインターチェンジ地区協議会

構成員 各位

小山ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ地区協議会

会長 小山町長 池谷 晴一

第五回（仮称）小山スマートインターチェンジ地区協議会の書面議決について

日頃より、当協議会の活動に御協力いただき、誠にありがとうございます。

令和元年度の議案事項につきまして、別添書面議決資料により内容を確認の上、下記の

より表決書の返送をお願いします。

記

１ 表決書の作成要領

別紙表決書の賛否欄の賛・否いずれかの○印をお付けください。また、御意見があ

る場合は、御意見欄に記入願います。

２ 返送の期限

令和２年１月２１日（火）必着

３ 返送先

小山町役場 経済建設部 建設課 中西 宛

※（仮称）小山スマートインターチェンジ地区協議会事務局

郵便番号 410-1304
住 所 静岡県駿東郡小山町藤曲５７－２

担当 小山スマートＩＣ協議会

経済建設部建設課 中西

電話 0550-76-6115（FAX2795）



表 決 書

令和２年１月 日

小山スマートインターチェンジ地区協議会における下記決議事項については、

可否欄に○印を付したとおり承認します。

記

団 体 名

役 職

氏 名 印

決 議 事 項 決議事項に対する承認

小山スマートインターチェンジ
お や ま

地区協議会 規約変更
可 否

地区協議会で検討・調整する主な

事項の変更
可 否

＜御意見欄＞



書 面 決 議 資 料

令和２年１月

小山スマートインターチェンジ地区協議会
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小山スマートインターチェンジ地区協議会規約（案）

（名称）

第１条 本会は、小山スマートインターチェンジ地区協議会（以下「地区協議

会」という。）と称する。

（目的）

第２条 地区協議会は、（仮称）小山スマートインターチェンジの設置に向け、

必要な検討・調整を行うとともに、当該インターチェンジ供用後も継続して、

その管理・運営形態・整備効果等について定期的にフォローアップすること

を目的とする。

（所掌事項）

第３条 地区協議会は、主に次の事項について検討・調整する。

（１）当該インターチェンジの社会便益

（２）当該インターチェンジ及び周辺道路の安全性

（３）当該インターチェンジの採算性

（４）当該インターチェンジの構造及び整備方法

（５）当該インターチェンジの管理・運営方法

（６）当該インターチェンジの利用促進方策

（６７）当該インターチェンジの名称案の決定

（７８）その他、当該インターチェンジの設置・管理・運営に関して必要な事

項

（構成）

第４条 地区協議会は、別表第１に掲げる者により構成する。

（会長等）

第５条 地区協議会には、会長及び副会長を置く。

２ 会長は、小山町長をもって充てる。

３ 副会長は、小山町経済建設部長をもって充てる。

４ 会長は、地区協議会を代表し会務を総括する。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 地区協議会の会議は、会長が招集する。

２ 会長が必要と認める場合は、別表第２に掲げる者及び、それ以外の者の出

資料１



~ 2 ~

席及び意見を求めることができる。

（幹事会）

第７条 地区協議会に第３条の所掌事項に関する専門的、実務的な検討・調整

を行うため、幹事会を置く。

２ 幹事会は、別表第３に掲げる者により構成する。

３ 幹事会の座長は、小山町経済建設部建設課長をもって充てる。

４ 幹事会の会議は、座長が招集し、その議長となる。

５ 座長が必要と認める場合は、別表第３に記載する以外の者の出席及び意見

を求めることができる。

（事務局）

第８条 地区協議会及び幹事会の事務局は、小山町経済建設部建設課に置く。

（その他）

第９条 この規約に定めない事項または疑義が生じた事項については、必要に

応じて、別途、地区協議会で協議のうえ処理するものとする。

附 則

この規約は、平成２５年２月１２日から施行する。

この規約は、令和２年１月●●日から施行する。
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別表第１（第４条関係）

小山スマートインターチェンジ地区協議会 名簿

別表第２（第６条関係）

小山スマートインターチェンジ地区協議会オブザーバー 名簿

所属・役職等

小山町長

国土交通省 中部地方整備局 道路部 地域道路課長

国土交通省 中部地方整備局 沼津河川国道事務所長

静岡県 交通基盤部 道路局 道路企画課長

静岡県 沼津土木事務所長

中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 企画調整課 課長

チームリーダー

中日本高速道路株式会社 東京支社 建設事業部 企画統括課 課長

チームリーダー

中日本高速道路株式会社 東京支社 関連事業部 関連事業課 課長

チームリーダー

中日本高速道路株式会社 東京支社 沼津工事事務所長

小山町商工会 会長

小山町観光協会 会長

小山町 経済建設部長

所属・役職等

静岡県 警察本部 交通部 交通規制課長

静岡県 警察本部 交通部 高速道路交通警察隊長

静岡県 御殿場警察署長
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別表第３（第７条関係）

小山スマートインターチェンジ地区協議会幹事会 名簿

所属・役職等

国土交通省 中部地方整備局 道路部 建設専門官

国土交通省 中部地方整備局 沼津河川国道事務所 計画課長調査第二課長

静岡県 交通基盤部 道路局 道路企画課 高速道路班長

静岡県 沼津土木事務所 企画検査課長

静岡県 警察本部 交通部 交通規制課 規制企画係長

静岡県 警察本部 交通部 高速道路交通警察隊 規制係長

静岡県 御殿場警察署 交通課 交通規制係長

中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 企画調整課 課長代理

チームサブリーダー

中日本高速道路株式会社 東京支社 建設事業部 企画統括課 課長代理

チームサブリーダー

中日本高速道路株式会社 東京支社 関連事業部 関連事業課 課長代理

チームサブリーダー

中日本高速道路株式会社 東京支社 沼津工事事務所 小山西工事長

小山町 経済建設部 建設課長



測量・設計

用地交渉・取得

土工事

舗装工事・交通管理施設
工事・付帯工事

測量・設計

用地交渉・取得

土工工事

舗装工事・交通管理施設
工事・付帯工事

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

協議・地元説明

公安委員会協議

中日本高速道路（株）協議

地元説明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
　　　事項

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

スマートＩＣ工事

本体工事

ＥＴＣ機器等製作・施設工事・試験

用地取得

準備・運営等

スマートＩＣ地区協議会

実施計画書申請・連結許可

広報・ＰＲ活動

スマートＩＣ完成供用

アクセス道路
工事

測量・設計

工事

PA工事 本体工事

（H24年度） （H25年度） （H26年度） （H27年度） （H28年度） （H29年度） （H30年度） （H31/R1年度） （R2年度） （R3年度）

2022年度

（R4年度）

2023年度

（R5年度）

2024年度

（R6年度）

※一部の地権者

※一部用地の引渡し

※一部用地の引渡し

インターチェンジ

名称決定完成時期見直し

当初

変更

③．事業工程表
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